
 ②老朽化対策について（論点の整理） 

資料 ３－１ 

○ 下水道事業は以下の状況にあるのではないか。 

 ・ 都市部を中心に更新投資が今後急増し、減価償却費が急増するのではないか。〔資
料３－２、３－３〕 

※ 更新投資は新たな供用開始に伴う料金収入の増が見込めないことに留意が必要
ではないか。 

※ 下水道事業は投資期間が長期にわたるインフラ事業のため、更新投資による減
価償却の上昇が大きくなることに留意が必要ではないか。 

 ・ 近年は、企業債利子の減少により料金原価が抑制されてきたが、今後は更なる金利
負担の減が期待できないのではないか。〔資料３－４〕 

 ・ 下水道事業の料金算定原価の考え方として、水道事業における資産維持費のよう
な、施設の再構築等のための費用を見込んでいないのではないか。〔資料３－５〕 

 ・ 一般的に採用されている現在の減債積立金・建設改良積立金が、将来の資産老朽
化のための積立てとして活用されていないのではないか。〔資料３－６〕 

○ 下水道事業の料金算定原価の考え方に、施設の再構築等のための費用を見込むこ
とについてどう考えるか。 

○ 更新投資の急増に伴う減価償却の増加に備えた積立金の創設をどう考えるか。 
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 ○管路延長は約45万km、処理場数は約2,200箇所など下水道ストックが増大。  
 ○下水道施設は、常時稼働しているため、年数とともに老朽化が着実に進行。 
 ○今後、改築需要のピークを迎える。 
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約2,200箇所 

処理場の年度別供用箇所数（H23末現在） 
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出典：国土交通省資料 

投資時期に偏在
が見られる 

下水道ストックの現状 
資料 ３－２ 
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更新等の投資集中 → 減価償却費が急激に上昇 

減価償却費 

料金収入 
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管
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減価償却費 

料金収入 

新たな供用開始を伴わないので、
自然体では増加しない。 

物価・工事費上昇 
     代替施設  等 

更新等投資による減価償却費の上昇イメージ 

資料 ３－３ 

（管きょの場合） 

50年以上前 
   ･･･初期投資 
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（単位：億円）

H21 H2 H25
H21→H25の

増減率

減価償却費 (億円) A 5,362 5,500 5,582 4.1%

企業債利子(汚水分) (億円) B 3,317 2,849 2,402 -27.6%

A,Bの合計額 (億円) C=A+B 8,680 8,349 7,984 -8.0%

料金収入 (億円) D 7,454 7,448 7,562 1.4%

有収水量 (㎥) E 5,547,738,345 5,595,173,015 5,584,150,335 0.7%

有収水量１㎥あたり減価償却費　 (円) F=A/E 96.7 98.3 100.0 3.4%

有収水量１㎥あたり企業債利子 (円) G=B/E 59.8 50.9 43.0 -28.1%

（162事業）*1 有収水量１㎥あたり資本費 (円) H=C/E 156.5 149.2 143.0 -8.6%

有収水量１㎥あたり料金収入 (円) I=D/E 134.4 133.1 135.4 0.8%

*1　平成21年度決算統計における法適用事業数。また、H21～H25において、合併、編入等を行っている事業を除いている。

公共下水道事業

下水道事業の資本費等の近年の推移(公共下水道) 

資料 ３－４ 
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料金設定の考え方（下水道事業・水道事業） 

○地方公営企業の料金設定の考え方 

○下水道事業 ○水道事業 

※資産維持費 
事業の施設実体の維持等のために、施設の建設、改良、

再構築及び企業債の償還等に充当されるべき額であり、
維持すべき資産に適正な率を乗じて算定した額とする。 

 資産維持費＝対象資産×資産維持率（３％） 

資料３－５ 

・ 地方公営企業の給付について、地方公共団体は料金を徴収することができるものである（法第２１条第１項）が、当該料
金は公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし地方公営企業の健全
な運営を確保することができるものでなければならないものであること（法第２１条第２項）。この場合の原価は、営業費、
支払利息等経営に要する費用であって、いわゆる資金収支上の不足額をそのまま料金原価に含めることは適当でない
こと。また、地方公営企業が健全な経営を確保する上で必要な資金を内部に留保するため、料金には、適正な率の事業
報酬を含ませることが適当であること。 

・使用料の基本原則 

・具体的な算入項目 
「下水道使用料算定の基本的考え方（日本下水道協会）」
より 

（地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律（公営企業に係る部分）の施行に関する取扱い
（基本通達）（抄）） 

「水道料金算定要領（日本水道協会）」より 

能率的な管理の下における適正な原価をこえないもの
であること（下水道法第20条第２項第２号）。 

ⅰ維持管理費 
   人件費、薬品費、修繕費、委託料等 

ⅱ資本費 
  （法適） 
   減価償却費、企業債等支払利息等 

  （法非適） 
   地方債元利償還費等 

・水道料金の基本原則 

料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照
らし公正妥当なものであること（水道法第14条第２項
第１号）。 

・具体的な算入項目 

ⅰ営業費用 
   人件費、薬品費、修繕費、減価償却費等 

ⅱ資本費用 
   支払利息、 ※資産維持費 
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利益の処分  

改正前 
①１／２０を下らない金額を減債積立金又は利益積立金として積立 

②残額は議会の議決により処分可 

改正後 条例又は議決により可 

○平成23年の地方公営企業会計制度の見直しにおける資本制度の改正関係の概要 

積立金制度の概要及び決算額の推移 

○地方公営企業法施行令（昭和二十七年政令第四百三号） 
 （特定目的の積立金）  
第二十四条  法第三十二条第二項の規定により利益の処分と

して特定の目的のため利益を積み立てる場合においては、そ
の使途を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。  

○地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号） 
 （剰余金の処分等）  
第三十二条  地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合

において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、そ
の利益をもつてその欠損金をうめなければならない。  

２  毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を
除くほか、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、
行わなければならない。  

○地方公営企業法施行規則（昭和二十七年法律第二百九十二号） 
 （勘定科目の区分）  
第三条  
２ 法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業
の勘定科目は、この章及び別表第一号に定める勘定科目表並び
に民間事業の勘定科目の区分を考慮して区分しなければならな
い。  

資料 ３－６ 

款 項 目 

利益剰余金 減債積立金 
利益積立金 
その他積立金 
当年度未処分利益剰余金 
（当年度未処理欠損金） 

 
 
 
 
 
繰越利益剰余金年度末残高 
（繰越欠損金年度末残高） 
当年度純利益 
（当年度純損失） 
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○事業別利益剰余金の推移（法適用事業） 
（平成20年度時点での法適用事業（H20～H25で合併、編入したものは除く）のみ集計） 

（上段:事業数 下段:増減額 単位:百万円） 

  

利益剰余金 

  
うち未処分 
利益剰余金 

  
うち 
未処理 
欠損金（△） 

  
うち 
積立金 

        

うち 
当期純利益 

うち 
当期純損失
（△） 

うち 
減債積立
金 

うち 
利益積立金 

うち 
建設改良積
立金 

うち 
その他積
立金 

H20 

公共 
137 66 85 71 52 40 29 2 7 2 

△93,614 59,096 61,932 162,409 11,562 9,699 8,039 224 1,104 332 

集排・特環 
95 19 27 76 67 12 7 0 4 1 

△24,728 1,339 1,277 26,314 6,055 247 221 0 28 △1 

浄化槽 
13 5 7 8 8 1 0 1 0 0 

△117 56 57 175 118 1 0 1 0 0 

合計 
245 90 119 155 127 53 36 3 11 3 

△118,459 60,491 63,266 188,897 17,735 9,947 8,259 225 1,132 331 

H25 

公共 
140 80 103 60 36 49 34 2 13 0 

△218 92,835 85,358 115,996 5,045 22,942 15,118 509 7,315 0 

集排・特環 
100 27 41 73 57 14 9 0 5 0 

△40,218 2,965 1,330 43,633 4,078 449 395 0 54 0 

浄化槽 
15 5 6 10 9 2 1 1 0 0 

△378 22 9 402 160 2 1 2 0 0 

合計 
255 112 150 143 102 65 44 3 18 0 

△40,814 95,822 86,698 160,031 9,283 23,394 15,514 511 7,369 0 

H20→H25 
増減額 

公共 93,396 33,739 23,426 △46,413 △6,518 13,244 7,079 285 6,211 △332 

集排・特環 △15,491 1,627 54 17,319 △1,977 202 175 0 26 1 

浄化槽 △261 △35 △48 227 42 1 1 0 0 0 

合計 77,645 35,331 23,431 △28,867 △8,453 13,447 7,255 285 6,238 △331 
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○建設改良積立金を積み立てている団体の積立て目的（総務省聞き取り結果） 

積立額（千円） 目的

A市 114.9 1,632,449
・今後の更新に備えている
・主に処理場、ポンプ場の更新（建て替え）

・積立額の目標値を決めているわけではない

B市 79.7 828,376 ・道路陥没対策 ・積立額の目標値を決めているわけではない

C市 76.3 790,000
・H30以降の更新に備えている
・取り崩し実績なし

・H30以降平均9億円の更新費用（コンサルに委託し算定）が発生
することを想定
・積立額の目標値を決めているわけではない

D市 68.2 17,740
・具体的な使用目的があるものではない（結果的に更新に充てる
こととなる）

・積立額の目標値を決めているわけではない

E市 55.9 45,000 ・主に管路延長に利用するもの ・積立額の目標値を決めているわけではない

F市 40.8 2,000,000
・具体的な利用目的は決めていない
・今後の更新に備えている

・積立額の目標値を決めているわけではない

G市 31.6 170,000 ・今後の更新に備えている
・今年度コンサルに委託し、今後の更新事業に係る費用等につい
て検討
・積立額の目標値を決めているわけではない

H町 18.2 216,207 ・管路延長に利用することを想定 ・積立額の目標値を決めているわけではない

I市 15 80,000 ・補修、修繕に充てることを想定 ・積立額の目標値を決めているわけではない

人口密
度区分

建設改良積立金
備考（積立額の考え方等）団体名
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